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高原町 
 

 

 

あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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マイナンバーカード（個人番号カード）申請・交付 

休日窓口開設のお知らせ 
仕事や学業などで、平日に窓口へ来られない方のために、下記の日程で休日の

窓口開設を実施いたします。 

まだ申請や受取りをされていない方は、この機会に利用しましょう！   

【５月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和６年５月 26日（日） 

 午前８時 30分～午後４時 30分まで（正午～午後１時を除く。） 

 場 所：庁舎１階 町民課住民係 

予約締切日：令和６年５月 22日（水）午後５時まで 

 ※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。 

【注意事項】 

●休日開庁については予約制ですので、必ず事前に御連絡ください。事前予約が０

件の場合、開庁いたしません。 

●窓口ではマイナンバーカードに関する手続きのみ受付けます。紛失等によるマイ

ナンバーカードの再交付（有料）は、平日のみの受付けとなります。各種証明

書の発行や住民異動届は受付けできません。 

●正面玄関は施錠されているため、役場西側（小学校側）からお入りください。 

●15歳未満の方の手続きは、法定代理人の付き添いが必要です。本町のシステム

にて同一世帯の続柄が確認できない場合は、法定代理人と本人の関係を確認で

きる戸籍謄本が必要となります。 

問 町民課 担当：德井 美由希（とくい みゆき）☎0984-42-1067 
 

有害鳥獣の捕獲について① 
 越、川平、上後川内方面でのイノシシによる被害が相次いでおり、５月９日に

はイノシシの群れも目撃されております。罠によるイノシシの捕獲・駆除を実施

しておりますが、イノシシの生息数が多く、対応が追い付かない状況にあります。

高原町が捕獲業務を委託している猟師の方から、状況によっては銃器による駆除

も行う必要があると連絡を受けました。 

 場所は上後川内（主に永迫、中野、広木、立切、中切、太鼓橋周辺）となります。 

時間は午後３時から日没まで上記の地域を重点的に巡回いたします。巡回の際

にイノシシを発見した場合、銃器が使用できる条件が揃いましたら銃器による駆除

を行うことになります。 

期間は５月中旬から６月中旬の一か月程度と現時点では考えております。イノ

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №144 

 

 

 

 

 



2 

 

シシの被害状況等によっては延長の可能性もあります。その際は改めて連絡させ

ていただきます。 

 上記の地域で農作業等される方は御注意ください。 

 なお、相談、不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。 

問 農政林務課 担当：恒吉 昌晃（ツネヨシ マサテル）☎0984-42-5134 
 

有害鳥獣の捕獲について② 
 年度が変わり４月になってから有害鳥獣による被害報告が増えています。特に

アナグマ・タヌキの目撃情報、アナグマ・タヌキによる飼育飼料への被害、糞害

が多いようです。多忙の中、個人での防護対策など講じられていると思われます

が、個人でワナをかけての有害鳥獣の捕獲は禁止されています。 

箱ワナによる有害鳥獣捕獲を希望される方は町の許可が必要となりますので

農政林務課の窓口へ御相談ください。 

 不明な点がありましたら、御連絡ください。 

問 農政林務課 担当：恒吉 昌晃（つねよし まさてる）☎0984-42-5134 
 

【第５弾】歩いてもらおう！たかはる健幸ポイント事業について  
 「第５弾 歩いてもらおう！たかはる健幸ポイント事業」は、みなさんの健康

づくりの取組を応援する事業です。参加料無料ですので、たのしく歩いて商品

券をゲットしましょう！ 

 

● 受付期間 令和６年５月１５日(水)から令和６年５月３１日（金）まで 

● 対 象 者 ２０歳以上の町民または町内在勤者 

● 受付場所 ほほえみ館 健康課、福祉課 

       中央公民館 教育総務課社会教育係 

       役   場 町民課保険係 

  ※ただし、特典２（身長、ＢＭＩ、歩行能力の測定）を希望される方は、 

ほほえみ館で申込みをお願いします。 

● 実施期間 令和６年６月１日（土）から令和６年１１月３０日（土） 

 

※ホームページ上でも、ご確認いただけます。ご不明な点がございましたら、下

記までお問い合わせください。 

（アクセスＱＲコード） 

 

 

 

       

                                           

問 健康課 担当：持井 康（もちい やすし） ☎0984-42-4820 
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脳活教室開講と受講生募集のお知らせ 
 脳活とは、簡単な計算や読み書きの問題を解くことにより、脳の活性化を図る

ものです。認知症の予防に非常に効果的とされています。ぜひ、教室サポーター

と一緒に楽しく学習しましょう。 

 

〇開催日時……７月～１１月開講予定（開講日時は後日お知らせします。） 

〇開催場所……総合保健福祉センター ほほえみ館 

〇受講料 ……２,４００円／月（半分の１,２００円を町が助成します。） 

〇参加条件……「開催場所」まで来ることが可能な方 

〇参加方法……ご希望の方はお早めに下記連絡先までご連絡ください。締め切り

は６月３日（月）です。 

※皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

問 福祉課 担当：温水 ちほ子（ぬくみず ちほこ）☎0984-42-2581 
 

高原町メールサービスの登録の御案内 
災害に係る情報、感染症など防疫に係る情報、交通・防犯、特殊詐欺、不審者

情報などの発生状況、年末年始のごみ出しなど生活に係る情報等を登録者に対し

配信しています。視覚障害などのある方には音声でお伝えする電話での登録も可

能です。電話登録については、制限がございますので、登録を希望される場合に

は下記問合せ先までお問合せください。 

 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２      

 

https://m.sugumail.com/m/takaharu/






回 覧 
 

令和６年５月１５日 

 

町民 各位 

 

高原町長 高妻 経信

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

高原町病児保育事業の実施について（お知らせ） 

 

高原町では、お子さんが病気の治療中または回復期にあり、集団での保育が困難な

場合に、専用の施設で一時的に保育する「病児保育事業（病児型・病後児型）」を実施

していますのでお知らせします。 

ご利用は、毎年度、事前の登録が必要となりますのでご注意ください。 

 

記 

 

１ 利 用 対 象 高原町にお住いの生後６か月（注：病後児は１歳）から小学校６年

生までの乳幼児及び児童 

 

２ 実 施 施 設 病児型・・・病児お預かりセンター『ぽかぽか』 

        病後児型・・児童養護施設石井記念『神武の家』 

 

３ 登録・申込窓口 高原町健康課 子育て支援係 窓口（ほほえみ館内） 

 

４  提 出 用 紙 「高原町病児・病後児保育事業利用登録申請書」 

※ 用紙は、町のホームページからダウンロードしていただくか 

子育て支援係窓口にも置いてあります 

        

５ そ の 他 利用状況によってはご利用できない場合があります。 

事業の詳細は裏面をご覧ください。 

町ＨＰにも記載しています。 

  こちらからアクセスできます。 → → →  

 

        

               

 

        

（文書取扱 健康課）  

担当 子育て支援係 主査 林 史弥  

連絡先（0984）21-2423  

ＦＡＸ（0984）42-4550  

 



高原町病児保育事業詳細 

 

１ 利用対象 

  生後６か月（注：病後児保育は１歳）から小学６年生までの乳幼児及び児童 

 

２ 町内実施施設（町委託事業者） 

施設形態 
施設名 住 所 連絡先 

時間・日

数 
休 日 利用料 

病児型 病児お預かり

センター「ぽか

ぽか」 

大 字 西 麓

866番地 2 

0984- 

47- 

4842 

8：00～ 

18：00 

連続 7日まで 

土曜・日曜・ 

祝日、 

8月 13日 

～15日、 

12月 29日～

1月 3日 

１日 

1,000

円 

病後児型 児童養護施設

石井記念「神武

の家」 

大字蒲牟田

1122番地 5 

0984- 

42- 

2266 

8：00～ 

18：00 

連続 5日まで 
 
※利用料以外の飲食費、医療費等は実費負担となります（金額や内容は施設ごとに異なり 

ますので各施設にお問い合わせください）。 

※このほかふだんお使いの身の回り用品の持参が必要です。（町ＨＰ参照） 

 

３ 利用基準 

 施設利用前の医療機関受診により、施設での保育が可能であると医師により診断されて

いること。このほか当日の受入れ状況や疾病の種類によっては利用できない場合がありま

す。詳しくは町ＨＰをご覧ください。 

 

４ 利用の流れ 

事前に「高原町病児・病後児保育事業利用登録申請書」を高原町健康課に提出していた

だく必要があります。 

 

（１）予約 

原則、前日の午前中までに各施設に直接連絡し、空き状況を確認のうえ、利用予約を行

ってください。 

（２）利用申込書記入 

「高原町病児・病後児保育事業利用申込書」に必要事項を記入してください。 

（３）病院受診 

（利用予定日の二日以内に）かかりつけ医を受診し、「病児・病後児保育事業利用申込書」

の医師記入欄に医師の診断結果（施設利用可能かどうか）を書いてもらってください。 

（４）利用開始 

再度、各施設に利用する・しないを連絡し、必要書類（病児・病後児保育事業利用申込

書、このほか各施設が求める提出書類）を持って来所してください。 

来所時に施設ごとの事前ヒアリングがある場合がありますので、時間に余裕をもってお

越しください。その他詳細については各施設にお問合せください。 

（５）利用終了 

 毎日のお迎え時に、利用料や実費負担金の支払いを行ってください。 




